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◆―新年は1月7日（月）より業務を開始します。

　

安
倍
政
権
は
、
自
衛
隊
明
記
な
ど
の
4
項
目
の
改

憲
案
の
提
示
を
断
念
し
た
。
こ
れ
は
世
論
と
野
党
共

闘
の
力
に
よ
る
も
の
。
一
部
に
は
、「
遠
の
く
改
憲
シ

ナ
リ
オ
」「
首
相
は
憲
法
改
正
を
唱
え
続
け
る
こ
と
で

保
守
層
の
求
心
力
を
維
持
し
た
い
だ
け
」
な
ど
の
見

方
が
あ
る
が
、安
倍
首
相
は
、閉
会
後
の
記
者
会
見
で
、

2
0
2
0
年
新
憲
法
施
行
の
意
思
に
つ
い
て
「
そ
の

気
持
ち
に
変
わ
り
が
な
い
」
と
明
言
。
飽
く
な
き
改

憲
の
執
念
を
む
き
出
し
に
し
た
。
こ
の
執
念
（
妄
執
）

は
、「
み
っ
と
も
な
い
憲
法
で
す
よ
、
は
っ
き
り
言
っ

て
。
そ
れ
は
、
日
本
人
が
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
ら
ね
」（
2
0
1
2
年
12
月
14
日
）
と
い
う
安
直
で

軽
薄
な
憲
法
観
か
ら
来
て
い
る
。
禁
じ
手
を
平
気
で

使
う
安
倍
手
法
。
油
断
は
許
さ
れ
な
い
。

　

一
方
、
こ
の
間
、
日
本
が
戦
争
に
参
加
す
る
、
巻

き
込
ま
れ
る
よ
う
な
、
自
衛
隊
の
危
険
な
任
務
・
行

動
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

南
ス
ー
ダ
ン
P
K
O
で
は
、
自
衛
隊
員
は
い
つ
戦

闘
行
為
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
危
険
に
直

面
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
よ
る
北

朝
鮮
と
米
国
と
の
極
度
の
緊
張
関
係
の
下
、
米
補
給

艦
に
対
す
る
警
護
命
令
が
出
さ
れ
、
北
朝
鮮
に
対
す

る
軍
事
的
対
立
当
事
者
と
な
っ
た
。
米
イ
ー
ジ
ス
艦

へ
の
給
油
活
動
も
展
開
し
た
。

　

12
月
11
日
、政
府
は
、新
た
な
防
衛
計
画
の
大
綱
で
、

「
空
母
」
保
有
を
明
記
す
る
考
え
方
を
示
し
た
。

　

そ
う
な
る
と
、
日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
国
を
「
空

母
艦
載
機
」
で
先
制
攻
撃
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

安
保
法
制
に
基
づ
く
「
戦
争
す
る
国
」
づ
く
り
が
一

層
危
険
な
段
階
に
な
る
。

　
「
改
憲
シ
ナ
リ
オ
が
先
送
り
に
な
っ
た
」
こ
と
は
、

戦
争
す
る
国
づ
く
り
の
安
倍
改
憲
策
動
の
息
の
根
を

止
め
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

　

二
〇
一
九
年
一
月　
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新
年
あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

編集後記
　2019年新年号をお届けします。皆様に充実した法的サー
ビスを提供できるよう、事務所一同頑張ります。本年もよ
ろしくお願い致します。� （渡部）

　たかさき法律事務所ホームページでは、当事務所の
弁護士が携わる講演会や裁判の動向など最新の話題
をTopics として取り上げ、紹介しております。ぜひ
ご覧ください。
　また、昨年のプラテーア秋号（第 66 号）は、ホー
ムページ上で配信しております。

ホームページのご案内

　憲法改正問題が話題に上がる中、民法の相続法分野
が 40年ぶりに大きく改正されたことはご存じない方も多
いのではないでしょうか。自筆証書遺言の自筆要件の緩
和、相続人以外の親族による療養看護等特別の寄与の考
慮、遺産分割前の葬儀費用等の払戻し、配偶者居住権の
新設など、身近な相続問題に影響を与える改正です。今
年の7月1日から改正法が施行されます（一部の項目は
施行日が異なります）。具体的な内容やご不明な点は、相
続遺言のご相談の際、弁護士にお問い合わせください。

　2年前、札幌地裁に提訴した安保法制違憲北海道
訴訟は、原告数 414 名、支援組織「北海道の会」の
会員も 1000 名を超え、違憲立法審査権の積極的行
使を求める署名は 3000 筆以上、現職憲法学者の原
告参加など、すそ根を広げ、大きく前進しました。
　訴訟は、年明け早々（1月 18 日）、裁判所に原告
尋問や証人尋問を認めさせるか否かの重要なヤマ
場を迎えます。証人採用等を認めさせ、勝利するに
は、皆さんの一層のご支援が不可欠です。
　改めて、「北海道の会」の参加を、心から呼びか
けます。既に会員になっている方には、周りの人に
広げてください。
　安倍改憲を阻止するためにも必要です。
　詳細は、同封のリーフレットをご覧ください。
　なお、リーフレットが不足し、同封できない方も
おりますので、ご容赦ください。

相続法、40年ぶりの大改正
� 弁護士　渡部　敏広

安保法制違憲訴訟への
ご支援を！
� 弁護士　高崎　　暢

日高山脈と冬の牧場（浦河町）

事務局一言
　過激なまでの時代の変化。しかし焦らず、見失わず、
着実に仕事をこなすことを心掛けて弁護士のリーガル
サービスを支えたいと思います。実力をつける一年にした
いと思います。最後
に、昨年の北海道胆
振東部地震では大
変なご心配、ご声援
をいただき感謝いた
します。

事務局長　池田　　滋
その日のうちに相談を希望される方に、平日午後
3時から7時まで、ご相談に応じます。

即日相談が好評です

初回相談に限り、相談料は1時間まで無
料としております。2回目以降の相談に
ついては、1時間5,400円（税込）です。

土曜日、日曜日、祝日も、ご相談に
応じます。

相談受付
電話番号 011-261-7738
（平日午前9時15分から午後5時まで）
FAX（011-261-7718）は24時間受付
HP：http://www.law-takasaki.com/

休日相談

初回無料
相　　談
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弁
護
士
　
高
崎
　
裕
子

安
倍
政
権
を
退
場
さ
せ
よ
う

　

安
倍
政
権
は
、
昨
年
末
、
国
会
の
最
重
要

法
案
と
位
置
付
け
た
「
改
定
出
入
国
管
理
法
」

を
強
行
採
決
し
た
。
法
改
定
の
意
義
も
、
受

け
入
れ
る
業
種
や
規
模
も
明
記
せ
ず
、
政
令

で
定
め
る
「
政
府
へ
の
白
紙
委
任
」
と
こ
れ

ま
で
以
上
の
暴
挙
だ
。
実
習
生
の
失
踪
が
激

増
、
失
踪
者
2
8
7
0
人
の
「
聴
取
票
」
す

ら
提
出
せ
ず
、
野
党
が
全
部
書
き
写
す
「
写

経
共
闘
」
で
判
明
し
た
の
は
67
％
が
最
低
賃

金
以
下
の
給
与
、
10
％
も
の
過
労
死
ラ
イ
ン

を
超
え
る
長
時
間
労
働
、
暴
行
や
セ
ク
ハ
ラ

の
横
行
の
事
実
。
成
立
直
前
に
は
、
こ
の
8

年
間
で
1
7
4
人
が「
溺
死
」「
自
殺
」「
凍
死
」

な
ど
で
死
亡
し
た
重
大
事
実
も
判
明
す
る
な

ど
法
案
の
根
拠
は
総
崩
れ
し
た
。

　

政
府
は
、
情
報
を
隠
蔽
し
、
国
際
社
会
か

ら
も
「
人
身
取
引
」「
強
制
労
働
」
と
厳
し
い

批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
外
国
人
技
能
実
習

制
度
を
温
存
し
、
更
に
外
国
人
労
働
者
を
安

価
な
労
働
力
と
し
て
使
お
う
と
い
う
財
界
の

強
い
要
求
を
丸
の
み
し
、
審
議
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
を
封
じ
る
た
め

採
決
強
行
し
た
。
外
国
人
労
働
者
の
深
刻
な

問
題
は
日
本
人
の
雇
用
・
賃
金
に
も
は
ね
返

り
、
労
働
者
の
使
い
捨
て
で
企
業
の
内
部
留

保
は
増
え
る
一
方
と
な
る
。

　

他
方
、
安
倍
首
相
が
所
信
表
明
演
説
で
、

改
憲
論
議
は
「
国
会
議
員
の
義
務
」
と
ま
で

言
い
、
憲
法
遵
守
義
務
（
憲
法
99
条
）
も
三

権
分
立
原
則
も
無
視
し
、
自
衛
隊
を
9
条
に

明
記
す
る
改
憲
に
固
執
し
た
が
、
改
憲
案
の

国
会
提
示
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
力
づ

く
の
政
治
を
国
民
が
認
め
な
い
こ
と
を
示
し

た
。

　

国
会
で
の
「
野
党
共
闘
」
が
大
き
な
成
果

を
あ
げ
た
。

　

今
年
は
、
統
一
地
方
選
挙
、
参
議
院
選
挙

の
年
。
市
民
と
野
党
の
共
闘
で
安
倍
政
権
を

退
場
さ
せ
、
平
和
で
、
人
間
ら
し
い
生
活
実

現
の
た
め
の
正
念
場
の
年
。
大
き
な
一
歩
の

年
と
し
た
い
。

高
崎
　
　
暢

弁
護
士

　

映
画
「
コ
ス
タ
リ
カ
の
奇
跡
」
を
観
た
。
コ
ス

タ
リ
カ
は
南
北
米
大
陸
を
結
ぶ
地
峡
部
の
一
国
。

48
年
、
軍
隊
を
廃
し
軍
事
費
を
社
会
福
祉
に
回
し

た
。
苦
難
の
道
を
歩
み
な
が
ら
「
地
球
幸
福
度
指

数
」
で
世
界
一
と
な
っ
た
。

　

同
じ
頃
、
平
和
憲
法
を
も
ち
軍
隊
を
持
た
な
い

と
出
発
し
た
日
本
は
、
護
衛
艦
、
戦
闘
機
、
ミ
サ
イ

ル
ま
で
持
ち
自
衛
隊
が
あ
る
。
兵
器
の
爆
買
い
。
所

得
格
差
の
広
が
り
。人
間
ら
し
い
生
活
は
ほ
ど
遠
い
。

　

同
国
の「
奇
跡
」は
議
論
と
行
動
の
結
果
で
あ
る
。

　

安
倍
改
憲
の
息
の
根
を
止
め
る
行
動
を
。

高
崎
　
裕
子

弁
護
士

　

辺
野
古
に
新
基
地
を
つ
く
ら
せ
な
い
と
、
み
じ

ん
も
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
信
念
と
気
概
で
、
命
を

削
る
闘
い
の
日
々
で
あ
っ
た
翁
長
沖
縄
県
知
事
の

急
逝
は
衝
撃
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
、
そ
の
意
思
を

継
ぐ
玉
城
デ
ニ
ー
氏
が
圧
勝
し
た
。
保
守
側
の
重

鎮
で
あ
っ
た
翁
長
知
事
が
自
民
党
と
距
離
を
置
き

始
め
た
き
っ
か
け
は
、
高
校
歴
史
教
科
書
で
「
集

団
自
決
」
の
「
日
本
軍
に
強
い
ら
れ
た
」
等
の
文

言
を
削
除
す
る
検
定
意
見
が
出
た
時
。「
ウ
チ
ナ
ー

の
あ
れ
ほ
ど
つ
ら
い
目
に
遭
っ
た
歴
史
の
事
実
が

な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
る
」
こ
と
へ
の
憤
り
で

あ
っ
た
。
正
し
い
歴
史
認
識
が
未
来
へ
の
道
し
る

べ
と
な
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
と
国
に
迫
っ
た
。

基
地
問
題
を
巡
っ
て
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
と
保
守
・
革
新
の
垣
根

を
超
え
一
つ
に
な
っ
て
闘
う
新
し
い
歴
史
を
築
い

た
。
翁
長
氏
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
、
私
達
が
憲

法
9
条
を
持
つ
国
と
し
て
、
世
界
に
恥
じ
な
い
未

来
を
築
く
道
し
る
べ
だ
と
深
く
思
う
。

髙
橋
　
健
太

弁
護
士

　

今
年
3
月
に
2
歳
下
の
妹
の
結
婚
式
が
あ
り
ま

す
。
妹
大
好
き
（
シ
ス
コ
ン
）
の
私
は
結
婚
式
で

号
泣
す
る
こ
と
必
至
で
す
が
、
三
十
路
も
過
ぎ
た

妹
の
結
婚
式
で
太
っ
た
兄
が
号
泣
し
て
い
る
と
い

う
光
景
の
不
適
切
さ
を
予
見
で
き
る
程
度
に
、
最

低
限
の
常
識
は
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
残
り
約
3
か

月
、
泣
か
な
い
努
力
と
痩
せ
る
努
力
、
ど
ち
ら
を

す
べ
き
で
し
ょ
う
か
…
。

渡
部
　
敏
広

弁
護
士

　

昨
年
は
マ
ラ
ソ
ン
尽
く
し
の
1
年
と
な
り
ま
し

た
。
今
年
も
マ
ラ
ソ
ン
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
し
ば
ら
く
ご
無
沙
汰
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
登
山
に
つ
い
て
も
、
計
画
的
に
バ
ラ
ン
ス

よ
く
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

昨
年
は
お
酒
好
き
が
高
じ
て
日
本
酒
の
唎
酒
師
の

資
格
を
と
り
ま
し
た
の
で
、
資
格
を
上
手
く
生
か

せ
る
何
か
が
で
き
な
い
か
考
え
中
で
す
。

　

最
近
は
、
地
方
に
相
談
に
行
っ
た
際
、
そ
の
地

元
の
直
売
所
な
ど
に
立
ち
寄
っ
て
、
特
産
品
を
見

て
回
る
（
そ
し
て
新
鮮
な
野
菜
な
ど
を
買
っ
て
く

る
）
の
が
さ
さ
や
か
な
楽
し
み
で
す
。

日
西
　
健
仁

弁
護
士

　

時
の
経
過
は
早
い
も
の
で
、
今
年
で
弁
護
士
4

年
目
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
季
節
に
な
る
と
、
私

が
弁
護
士
に
な
っ
た
ば
か
り
の
と
き
、
雪
に
滑
っ

て
転
ん
で
し
ま
い
、
松
葉
杖
を
つ
か
っ
た
生
活
を

送
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

今
年
も
気
を
付
け
ま
す
。

　

昨
年
は
胆
振
東
部
震
災
が
あ
り
、
普
段
の
生
活

が
い
か
に
幸
せ
で
あ
る
か
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら

れ
た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
今
年
は
1
日
1
日
を

大
切
に
し
て
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　2018 年 8 月 5 日、北海道原爆訴訟の原告であった被爆者安
井晃一さんは満 94 歳で永眠。葬儀は故人の遺志で近親者の
みで行われました。最後のお別れをしたいという声がたくさ
ん寄せられ、11 月 17 日「偲ぶ会」を催しました。
　当日は、帯広など道内各地から、121 名の方が参列され、メッ
セージもたくさん寄せられました。安井さんが、初めて赴任
した幕別中学校の同僚の山内さん、父親の訴訟を引き継いだ
柳谷さんらが核兵器廃絶運動、組合運動、社会革新の運動に
ささげた生前の安井さんの生きざまを、それぞれの言葉で
語ってくれました。
　安井さんのご冥福をお祈り申し上げます。

安井晃一さんを偲ぶ会2019年
本年もよろしく
お願いします

偲ぶ会会場

弁護士　高崎　　暢


